
〇
経
済
産
業
省
令
第
七
十
三
号 

商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
七
年
政

令
第
三
百
八
十
一
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（

平
成
五
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
七
条
第
一
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に

同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
十
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

経
済
産
業
大
臣 

赤
澤 

亮
正 

 
 

商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
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（
事
業
継
続
力
強
化
支
援
計
画
に
係
る
認
定
の
申
請
） 

第
一
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
次
に
掲
げ
る

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

前
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
経
営
指
導
員
が
次

条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す

る
こ
と
を
証
す
る
書
面 

 

（
事
業
継
続
力
強
化
支
援
計
画
に
係
る
経
営
指
導
員
の

要
件
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

法
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定

（
事
業
継
続
力
強
化
支
援
計
画
に
係
る
認
定
の
申
請
） 

第
一
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
次
に
掲
げ
る

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

前
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
経
営
指
導
員
が
次

条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と

を
証
す
る
書
面 

 

（
事
業
継
続
力
強
化
支
援
計
画
に
係
る
経
営
指
導
員
の

要
件
） 

第
二
条 

（
略
） 

（
新
設
） 
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め
る
要
件
は
、
二
以
上
の
商
工
会
若
し
く
は
商
工
会
議

所
が
共
同
し
て
実
施
す
る
事
業
継
続
力
強
化
支
援
事
業

に
お
い
て
情
報
の
提
供
及
び
助
言
を
行
う
場
合
又
は
複

数
の
事
業
継
続
力
強
化
支
援
事
業
に
お
い
て
情
報
の
提

供
及
び
助
言
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
に
規
定

す
る
要
件
の
ほ
か
、
第
七
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
の
確
認
を

受
け
た
者
（
様
式
第
一
に
お
い
て
「
広
域
経
営
指
導
員

」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
の
都
道
府
県
知
事
の
確
認
は
、
法
第
五
条
第

一
項
の
認
定
と
併
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
経
営
指
導
員
の
照
会
） 

         

２ 

前
項
の
都
道
府
県
知
事
の
確
認
は
、
法
第
五
条
第
一

項
の
認
定
と
併
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
（
経
営
指
導
員
の
照
会
） 
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第
三
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項

の
確
認
の
た
め
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
他
の
都
道

府
県
知
事
又
は
経
済
産
業
大
臣
若
し
く
は
経
済
産
業
局

長
に
対
し
、
当
該
確
認
に
係
る
経
営
指
導
員
に
関
す
る

前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
七
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
の
確
認
の
結
果
を
照
会
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
他
の
都
道
府
県
知
事
又

は
経
済
産
業
大
臣
若
し
く
は
経
済
産
業
局
長
は
、
当
該

照
会
に
係
る
前
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
七

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
確
認
の
結
果
を
当
該
都

道
府
県
知
事
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
事
業
継
続
力
強
化
支
援
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の

第
三
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
確
認
の
た

め
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
他
の
都
道
府
県
知
事
又

は
経
済
産
業
大
臣
に
対
し
、
当
該
確
認
に
係
る
経
営
指

導
員
に
関
す
る
前
条
第
一
項
又
は
第
七
条
第
一
項
の
確

認
の
結
果
を
照
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
他
の
都
道
府
県
知
事
又
は
経
済
産
業
大
臣
は

、
当
該
照
会
に
係
る
前
条
第
一
項
又
は
第
七
条
第
一
項

の
確
認
の
結
果
を
当
該
都
道
府
県
知
事
に
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。 

   
（
事
業
継
続
力
強
化
支
援
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の
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申
請
） 

第
四
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
次
に
掲
げ
る

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

事
業
継
続
力
強
化
支
援
計
画
の
実
施
状
況
を
記
載

し
た
書
類
（
た
だ
し
、
事
業
継
続
力
強
化
支
援
計
画

の
趣
旨
の
変
更
を
伴
わ
な
い
軽
微
な
変
更
に
つ
い
て

、
都
道
府
県
知
事
が
必
要
な
い
と
認
め
た
と
き
に
は

、
当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

） 

二 

当
該
変
更
に
つ
い
て
当
該
商
工
会
又
は
商
工
会
議

所
の
総
会
又
は
議
員
総
会
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も

の
の
議
決
を
経
た
こ
と
を
証
す
る
書
類 

申
請
） 

第
四
条 

（
略
） 

２ 

前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
次
に
掲
げ
る

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

事
業
継
続
力
強
化
支
援
計
画
の
実
施
状
況
を
記
載

し
た
書
類 

   

 

二 

当
該
変
更
に
つ
い
て
議
決
を
し
た
当
該
商
工
会
又

は
商
工
会
議
所
の
総
会
又
は
議
員
総
会
そ
の
他
こ
れ

に
準
ず
る
も
の
の
議
事
録
の
写
し 
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三 

（
略
） 

 
（
経
営
発
達
支
援
計
画
に
係
る
認
定
の
申
請
） 

第
六
条 

商
工
会
又
は
商
工
会
議
所
及
び
関
係
市
町
村
が

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
営
発
達
支
援
計
画

に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
経
済
産
業

大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
、
様
式
第
三
に
よ
る
申
請

書
及
び
そ
の
写
し
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
次
に
掲
げ
る

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

前
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
経
営
指
導
員
が
次

条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す

三 

（
略
） 

 

（
経
営
発
達
支
援
計
画
に
係
る
認
定
の
申
請
） 

第
六
条 

商
工
会
又
は
商
工
会
議
所
及
び
関
係
市
町
村
が

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
営
発
達
支
援
計
画

に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
経
済
産
業

大
臣
に
、
様
式
第
三
に
よ
る
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
次
に
掲
げ
る

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

前
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
経
営
指
導
員
が
次

条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
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る
こ
と
を
証
す
る
書
面 

 
（
経
営
発
達
支
援
計
画
に
係
る
経
営
指
導
員
の
要
件
） 

第
七
条 

法
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
こ
と
に
つ
い
て
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長

の
確
認
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

直
近
五
年
以
内
に
中
小
企
業
診
断
士
の
登
録
等
及

び
試
験
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省

令
第
百
九
十
二
号
）
第
四
十
条
各
号
に
規
定
す
る
科

目
に
係
る
知
識
に
関
す
る
講
習
と
し
て
中
小
企
業
庁

長
官
が
指
定
し
た
も
の
を
修
了
し
た
者
（
次
項
第
一

を
証
す
る
書
面 

 

（
経
営
発
達
支
援
計
画
に
係
る
経
営
指
導
員
の
要
件
） 

第
七
条 

法
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令

で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
こ
と
に
つ
い
て
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
者

で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

直
近
五
年
以
内
に
中
小
企
業
診
断
士
の
登
録
等
及

び
試
験
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省

令
第
百
九
十
二
号
）
第
四
十
条
各
号
に
規
定
す
る
科

目
に
係
る
基
礎
的
知
識
に
関
す
る
講
習
と
し
て
中
小

企
業
庁
長
官
が
指
定
し
た
も
の
を
修
了
し
た
者 
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号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
） 

三 
直
近
五
年
以
内
に
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
行
政

事
務
に
係
る
知
識
に
関
す
る
講
習
と
し
て
中
小
企
業

庁
長
官
が
指
定
し
た
も
の
を
修
了
し
た
者 

四
・
五 

（
略
） 

２ 

法
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定

め
る
要
件
は
、
二
以
上
の
商
工
会
若
し
く
は
商
工
会
議

所
が
共
同
し
て
実
施
す
る
経
営
発
達
支
援
事
業
に
お
い

て
情
報
の
提
供
及
び
助
言
を
行
う
場
合
又
は
複
数
の
経

営
発
達
支
援
事
業
に
お
い
て
情
報
の
提
供
及
び
助
言
を

行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
に
規
定
す
る
要
件
の
ほ

か
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い

て
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
の
確
認
を
受
け

 

三 

直
近
五
年
以
内
に
地
方
公
共
団
体
の
行
政
事
務
に

係
る
基
礎
的
知
識
に
関
す
る
講
習
と
し
て
中
小
企
業

庁
長
官
が
指
定
し
た
も
の
を
修
了
し
た
者 

四
・
五 

（
略
） 

（
新
設
） 
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た
者
（
様
式
第
三
に
お
い
て
「
広
域
経
営
指
導
員
」
と

い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

一 

中
小
企
業
診
断
士
（
中
小
企
業
支
援
法
（
昭
和
三

十
八
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
者
を
い
う
。
）
又
は
直

近
五
年
以
内
に
中
小
企
業
診
断
士
の
登
録
等
及
び
試

験
に
関
す
る
規
則
第
四
十
条
各
号
に
規
定
す
る
科
目

に
係
る
高
度
な
知
識
に
関
す
る
講
習
と
し
て
中
小
企

業
庁
長
官
が
指
定
し
た
も
の
を
修
了
し
た
者
で
あ
っ

て
、
小
規
模
事
業
者
の
経
営
に
係
る
指
導
及
び
助
言

に
関
す
る
五
年
以
上
の
実
務
の
経
験
若
し
く
は
二
以

上
の
商
工
会
若
し
く
は
商
工
会
議
所
の
地
区
に
お
い

て
小
規
模
事
業
者
の
経
営
に
係
る
指
導
及
び
助
言
に
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関
す
る
三
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者 

二 
小
規
模
事
業
者
の
経
営
に
係
る
指
導
及
び
助
言
に

関
す
る
十
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
及
び
経

験
を
有
す
る
者 

３ 

前
二
項
の
経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
の
確

認
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
認
定
と
併
せ
て
行
う
も
の

と
す
る
。 

 

（
経
営
発
達
支
援
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の
申
請
） 

第
八
条 

商
工
会
又
は
商
工
会
議
所
及
び
関
係
市
町
村
が

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
営
発
達
支
援
計
画

の
変
更
に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
経

     

２ 

前
項
の
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
は
、
法
第
七
条
第
一

項
の
認
定
と
併
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

  

（
経
営
発
達
支
援
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の
申
請
） 

第
八
条 

商
工
会
又
は
商
工
会
議
所
及
び
関
係
市
町
村
が

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
営
発
達
支
援
計
画

の
変
更
に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
経
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済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
に
、
様
式
第
四
に
よ

る
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
次
に
掲
げ
る

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

経
営
発
達
支
援
計
画
の
実
施
状
況
を
記
載
し
た
書

類
（
た
だ
し
、
経
営
発
達
支
援
計
画
の
趣
旨
の
変
更

を
伴
わ
な
い
軽
微
な
変
更
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
大

臣
又
は
経
済
産
業
局
長
が
必
要
な
い
と
認
め
た
と
き

に
は
、
当
該
書
類
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
） 

二 

当
該
変
更
に
つ
い
て
当
該
商
工
会
又
は
商
工
会
議

所
の
総
会
又
は
議
員
総
会
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も

済
産
業
大
臣
に
、
様
式
第
四
に
よ
る
申
請
書
及
び
そ
の

写
し
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
次
に
掲
げ
る

書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

経
営
発
達
支
援
計
画
の
実
施
状
況
を
記
載
し
た
書

類 

    

二 

当
該
変
更
に
つ
い
て
議
決
を
し
た
当
該
商
工
会
又

は
商
工
会
議
所
の
総
会
又
は
議
員
総
会
そ
の
他
こ
れ
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の
の
議
決
を
経
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

三

（
略
）

（
認
定
経
営
発
達
支
援
計
画
の
公
表
）

第
九
条

経
済
産
業
大
臣
又
は
経
済
産
業
局
長
は
、
法
第

七
条
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日

付
、
当
該
認
定
を
受
け
た
商
工
会
又
は
商
工
会
議
所
及

び
関
係
市
町
村
の
名
称
並
び
に
当
該
認
定
経
営
発
達
支

援
計
画
の
内
容
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

に
準
ず
る
も
の
の
議
事
録
の
写
し

三

（
略
）

（
認
定
経
営
発
達
支
援
計
画
の
公
表
）

第
九
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
認
定

を
し
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
付
、
当
該
認
定
を
受

け
た
商
工
会
又
は
商
工
会
議
所
及
び
関
係
市
町
村
の
名

称
並
び
に
当
該
認
定
経
営
発
達
支
援
計
画
の
内
容
を
公

表
す
る
も
の
と
す
る
。

様
式
第
一
及
び
様
式
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第１（第１条関係） 

 

事業継続力強化支援計画に係る認定申請書 

 

年  月  日 

 

行政庁名 殿 

 

                          住    所 

                          名称及び代表者の氏名      

                           

住    所 

                          名称及び代表者の氏名      

 

 

 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第１項の規定に基づき、別紙

の計画について認定を受けたいので申請します。 

 

 

 

（備考） 

１ 申請者名は、事業継続力強化支援計画を共同して作成する全ての商工会又は商工会議所及び関係

市町村の住所、名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定を受けようとする計画に係る情報の提供及び助言を行う商工会及び商工会議所による

小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営指導員の氏名：        
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（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

 

事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）事業継続力強化支援事業の実施期間（    年  月  日～    年  月  日） 

 

 

（２）事業継続力強化支援事業の内容 

- 14 -



 

 
 

（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（    年  月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の事業継続力強化支援事業実施に係る体制／関係市町村の

事業継続力強化支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営

指導員の関与体制 等） 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営

指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

 

③広域経営指導員の当否 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

 

②関係市町村 

 

 

（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
年度 年度 年度 年度 年度 

必要な資金の額      

 

 

 

 

 

     

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 事業継続力強化支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携

して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 
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様式第３（第６条関係） 

 

経営発達支援計画に係る認定申請書 

 

年  月  日 

 

行政庁名 殿 

 

                          住    所 

                          名称及び代表者の氏名      

 

住    所 

                          名称及び代表者の氏名      

 

 

 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第１項の規定に基づき、別紙

の計画について認定を受けたいので申請します。 

 

 

 

（備考） 

１ 申請者名は、経営発達支援計画を共同して作成する全ての商工会又は商工会議所及び関係市町村

の住所、名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定を受けようとする計画に係る情報の提供及び助言を行う商工会及び商工会議所による

小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指導員の氏名：        
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（    年  月  日～    年  月  日） 

 

 

（２）経営発達支援事業の内容 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（    年  月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発

達支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体

制 等） 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営

指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

 

③広域経営指導員の当否 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

 

②関係市町村 

 

 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
年度 年度 年度 年度 年度 

必要な資金の額      

 

 

 

 

 

     

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

- 20 -



   

附 

則 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政

令
（
令
和
七
年
政
令
第
三
百
八
十
一
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
又
は
第
七
条
第
一
項
の
認
定
（
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
八
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
含
む
。

）
を
受
け
て
い
る
事
業
継
続
力
強
化
支
援
計
画
又
は
経
営
発
達
支
援
計
画
で
あ
っ
て
、
二
以
上
の
商
工
会
若
し
く
は
商
工
会

議
所
が
共
同
し
て
実
施
す
る
事
業
継
続
力
強
化
支
援
事
業
若
し
く
は
経
営
発
達
支
援
事
業
に
係
る
も
の
又
は
一
の
経
営
指
導

員
が
複
数
の
事
業
継
続
力
強
化
支
援
事
業
若
し
く
は
経
営
発
達
支
援
事
業
に
お
い
て
情
報
の
提
供
及
び
助
言
を
行
っ
て
い
る

場
合
に
お
け
る
当
該
事
業
に
係
る
も
の
に
関
す
る
法
第
六
条
又
は
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
変
更
の
認
定
又
は
認
定
の

取
消
し
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 
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